
令和５年度 自動点呼機器導入促進助成事業取り次ぎ実施要領 
 

  令和５年 ４月１１日制定 

令和６年 １月１０日改定 

一般社団法人 東京都トラック協会 
 

一般社団法人 東京都トラック協会（以下「東ト協」という。）は、公益社団法人 全

日本トラック協会（以下「全ト協」という。）が定める「自動点呼機器導入促進助成金

交付要綱」（以下「全ト協交付要綱」という。）、および東ト協が別で定める「自動点

呼機器導入助成金交付要綱」に基づき、中小トラック運送事業者における輸送の安全確

保の根幹を成す運行管理について、安全性の向上、労働環境の改善、人出不足の解消等

に資するため、以下のとおりに取り次ぎ実施要領を定める。 

 

１．実施期間 

受付期間は、令和５年４月１１日から令和６年２月２９日（必着）とする。 

ただし、受付期間内であっても全ト協、または東ト協の交付限度総数に達した場

合には、その時点で受付終了とする。（※上述の事由等を含め、受付期間中に受付

を終了する場合、または受付期間に変更が生じる場合は、東ト協ホームページ等で

周知する。） 

 

２．助成額及び助成台数 

助成額については次のとおりとする。なお、年度内の申請台数の取扱いは①およ

び②で別に取り扱う。 

  ①全ト協助成枠 

    対象となる自動点呼機器の導入に要する費用（機器及びシステムの導入費の

他、部品や付属品、セットアップ等の費用を含む。なお、消費税は導入費用に

含まない。）を上限１０万円とし、年度内の申請台数は１事業者あたり１台とす

る。 

     ただし、東京都内に安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）を有する会員事業者

については、年度内の申請上限を２台（１台あたり上限１０万円）とする。 

    但し、助成受付は先着順とし、全ト協予算額に達した時点で受付終了とする。 

②東ト協助成枠 

    対象となる自動点呼機器の導入に要する費用（機器及びシステムの導入費の

他、部品や付属品、セットアップ等の費用を含む。なお、消費税は導入費用に

含まない。）を上限１０万円とし、年度内の申請台数は１会員事業者あたり１台

とする。 

ただし、安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）を有する会員事業者については、

年度内の申請上限を２台（１台あたり上限１０万円）とする。 

 

３．助成対象要件 

  １）東ト協の会員事業者で中小企業者※を対象とする。 

※中小企業者とは中小企業基本法による中小事業者 

 ・資本金の額または出資の総額が、３億円以下の会社 

  または 

 ・常時使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人 



２）機器を導入した営業所または拠点の位置が東京都内にあること。 

ただし、前項２．①の全ト協助成枠分に限り、東ト協定款に定める普通会

員及び副会員にあっては、上述の要件を満たさない営業所または拠点が位置す

る道府県トラック協会に加入していないことを条件として助成の対象とする。 

 

４．助成対象機器 

助成対象機器は、国土交通省が認定する「自動点呼機器」とし、令和４年４月

１日から令和６年２月２９日の間に契約、もしくは利用開始したもので、前項「１．

実施期間」に記載された期間中に助成金申請が行われたものを対象とする。 

なお、本年度の当該助成事業において既に全ト協助成を受けている機器で、東

ト協助成を受けていない場合は、改めて前項２．②の東ト協助成枠分の対象とし

て取り扱う。ただし、前項２．②および次項５．②の規定を反映して助成額を決

定する。 

 

５. 他の補助金との併用について 

   他の補助金との併用については、全ト協と東ト協の助成金の併用のみ認めるこ

ととする。 

なお、併用での申請、および本年度内に既に全ト協から助成を受けている機器

に係る東ト協助成を申請した際の対象装置１台の補助額の取扱いは以下のとおり

とする。 

①全ト協助成および東ト協助成の併用での申請 

対象装置１台の補助総額は機器導入費用分までとし、東ト協助成の補助額

は全ト協助成の補助適用後の残額により決定する。 

②本年度内に既に全ト協助成を受けている機器の助成申請 

  対象装置１台の補助総額は、本年度の全ト協助成申請時点の申請情報を基

に、同機器取得分に交付されている全ト協助成額を差し引いた機器導入費用

分までとする。 

 

６．申請方法・申請書類等 

１）新たに申請を行う会員事業者は、次の申請様式に、添付書類を添えて、東ト協

会長宛に提出すること。 

なお、申請様式は作成原本、添付資料は写しを提出すること。 

（１）申請様式 

①「自動点呼機器導入促進助成 申請書｣（様式１） 

②「確認書」（様式２） 

上記３．２）に定める営業所の位置が東京都以外の場合、当該営業所が位置

する道府県トラック協会に加入していないことを確認するため必要となる。 

（２）添付書類 

① 「領収書」の写し 

② 契約書もしくはサービス利用申込書（契約書）の写し 

  （表紙のみ、利用規約以降は省略可） 

③ 管理Ｎｏ（シリアルナンバー）が記載された書類の写し 

  （②に記載されている場合は不要） 



④国土交通省に届出をして受理された「乗務後自動点呼の実施にかかる届出

書」の写し（助成申請を行う機器を導入した事業所が含まれるもの） 

⑤ 「事業概況報告書」の写し（「事業報告書」内の１号様式のみ） 

 申請事業者が中小企業者であるかの確認をするため必要となる。 

⑥東京都内に所在する事業所が保持する「Ｇマーク認定証の写し」 

東京都内に安全性優良事業所（Ｇマーク事業所）を有する会員事業者で、

２台目の申請を行う場合は添付が必要。なお、当該添付資料は、助成申請

を行う機器を導入する事業所以外のものでも可とする。 

 

２）本年度の当該助成事業において既に全ト協助成を受けている機器で、新たに

東ト協助成に該当する機器の申請を行う事業者は、本項１）（１）①「自動点呼

機器導入促進助成 申請書｣（様式１）に必要事項の記入、および会社印を押印し、

作成原本を東ト協会長宛に提出すること。 

 

３）東ト協は、会員事業者から本項５．１）の申請があった場合には、全ト協交付

要綱に基づいて、全ト協に対して助成金請求を行う。 

 

  ４）東ト協は、全ト協から助成金の交付を受けた後、交付請求を行った会員事業者 

の銀行口座に振り込むものとする。なお、東ト協助成分の交付請求への支払いは、

全ト協からの助成金と併せて振り込むものとする。 

 

７．助成金を受けた装置の処分・取扱い 

１）助成金の交付を受けた会員事業者は、当該機器の導入日から１年を経過する

までの期間は、「処分」（譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担

保）をしてはならない。 

但し、あらかじめ、「自動点呼機器処分承認願」（様式３）を東ト協会長宛

に提出し、承認を得た場合はこの限りでない。 

２）会員事業者から上述の様式３の提出があり、相当の処分理由が認められた場 

合には、東ト協は当該提出事業者へ｢自動点呼機器処分承認通知書｣を発行し、

同承認を全ト協へ報告する。 

 

８．申請様式等 

１）自動点呼機器導入促進助成 申請書          （様式１） 

２）確認書                    （様式２） 

３）機器等処分承認願                              （様式３） 

 

９．報 告 

東ト協は、自動点呼機器導入促進助成金の交付を受けた会員事業者に対し、当該助

成等に関する必要な報告等を求めることができる。 

以 上 

 

※ 本助成事業の問合せ先・申請書類の送付先 
一般社団法人東京都トラック協会 業務部 交通・環境グループ 

〒１６０－０００４ 東京都新宿区四谷３－１－８ 

ＴＥＬ ０３－３３５９－３６１８ 


